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令和５ 宅建特訓講義 1回

特訓問題 制限行為能力者・意思表示・代理

宅建基礎講座

令和7 宅建直前対策問題 ２２回

その他
税法・地価公示法・不動産鑑定
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Ｐ５５ 軽減税率特例

Ｐ５６ 長期譲渡所得の課税の特例
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Ｐ５６ 3000万円控除の要件と同じ

Ｐ５７ 買換え特例(課税の繰延)

譲渡資産 買換 買換資産

所有期間10年超  床面積50㎡以上

居住期間10年以上 土地面積500㎡以下
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詳細要件
譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えていること

譲渡資産の要件

居住期間が10年以上で、国内にあること
配偶者、一定の親族等に対する譲渡でないこと
譲渡の対価が1億円以下であること
上記家屋で居住の用に供されなくなった日から同日以降3年を経過する日の
属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであること
家屋の床面饋は50㎡以上であること(上限はない)

買換資産の要件

土地の面積は500㎡以下であること(下限はない)
既存住宅の場合、新耐震基準等に適合する建築物であること
※取得後に改修等を行って、取得期限までに要件に適合させてもよい。

譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する
年の翌年12月31日までの間に取得すること、また、国内にあること

Ｐ５７ 課税の繰延の特例の要件

買換え資産が譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日
から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に取
得すること、また、国内にあること

Ｐ５７ 買換え資産の取得期間

取得
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Ｐ５８ 収用等代替資産の特例

１１．譲渡損失の損益通算および繰越控除

土地や建物を譲渡して損失が生じても、土地や建物以外の譲渡所得や他の各種所
得と一緒に計算して、 損失を控除すること (損益通算) はできないのが原則である。
また、譲渡所得の計算は、 原則としてその年単位で行い、 損失を翌年以降に持ち越
すこと (繰越控除)はできない。

しかし、 譲渡の年の 1 月 1 日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し
たこと (長期譲渡所得) により生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満た
す場合、損益通算や繰越控除ができる特例がある。

Ｐ５８ 譲渡損失による損益通算・繰越控除
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Ｐ５８ 居住用財産の特例措置

特例の内容⇒損益通算・繰越控除を適用

① 特定の居住用財産の譲渡損失

② 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失

Ｐ５９ 居住用財産の買換え等
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Ｐ５９ 居住用財産の買換え

譲渡資産 買換え 買換資産

所有期間 5年越 床面積 50㎡以上

住宅ロ－ン有り

買換え

・所有期間がその年の 1 月1 日において5年を超えていること
・親族等に対する譲渡でないこと
・居住の用に供しているもの、または居住の用に供しなくなった日
から同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
されるものであること

譲渡資産の要件

・家屋の床面積が50㎡以上であること
・譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から翌年12月31
日までの間に買換資産を取得すること
・取得した年または適用を受けようとする年の年末に住宅ローン
があること

買換資産の要件

・繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3 ,000万円以下である
こと

その他の要件

Ｐ５９ 居住用財産の買換え等の譲渡損失による
損益通算及び繰越控除
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Ｐ５９他の特例との併用関係

特例の併用関係

空家対策のための3000万円特別控除について下記のものは併
用が可能

①一般の3000万特別控除(併せて3000万が限度)

②買換え特例(一般の3000万併用×)

③譲渡損失の損益通算および繰越控除(一般の3000万併用×)

④住宅ローン控除(一般の3000万併用×)
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地価公示法

Ｐ６５ 目 的

標準地の選定

正常価格を公表

土地の取引の際、指標としてもらう。

適正な地価の形成に貢献することにより、

地価の高騰を防ぐのを目標としている。
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Ｐ６５ 地価公示のプロセス

標準地の選定←土地鑑定委員会

2名以上の不動産鑑定士に依頼

正常価格の決定←土地鑑定委員会

官報により公示←土地鑑定委員会

関係町村長に送付

一般に閲覧←誰でも閲覧できる

Ｐ６６ 標準地の選定
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Ｐ６５ 標準地の選定

Ｐ６６ ポイント
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Ｐ６６ 標準地の価格の決定

Ｐ６６ 標準地の価格の決定

• 標準地の選定
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Ｐ６７ 価格の決定のてつづき

2人以上の不動産鑑定士に依頼

標準地の近傍 ①取引価格
②地代 勘案
③造成費

不動産評価書 ①取引事例比較法
②収益還元法 3つを勘案
③原価法

土地鑑定委員会 ①審査 正常価格を決定する。

Ｐ６７ 決定手続き
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Ｐ６７ 標準地の価格の公示

Ｐ６７ 標準地の公示内容

27

28



2025/9/16

15

Ｐ６７ 標準地の価格の公示

Ｐ６８ 送付・閲覧
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Ｐ６８ 公示価格を規準としなければならないもの

Ｐ６８ 地価公示の効力

１，一般の取引＝民間・国等を含め
指標として努める

２，〇鑑定士が正常価格を求める場合
〇公共事業の用に供する土地の取引価格
〇土地収用法による補償金の額

規準とする
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不動産鑑定

Ｐ６９ 始めに
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Ｐ６９ 鑑定評価のプロセス

基本的事項の確定 ①対象不動産の確定
②価格時点の確定
③価格・賃料の種類の確定

価格形成の要因 ①一般的要因
資料の集め ②地域要因
検討・分析 ③個別的要因

鑑定評価 ①原価法
3つの手法 ②取引事例比較法

③収益還元法

土地の鑑定評価

Ｐ７０ 基本的事項の確定

① 対象不動産の確定

② 価格時点の確定(不動産の価格の判定基準日)

『現在時点』

鑑定を行った日 『過去時点』

を規準として 『将来時点』

③ 価格または賃料の種類の確定
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Ｐ７１ 基本的事項の確定

③価格の種類の確定

『正常価格』とは？

『限定価格』とは？

これらの定義を覚える

『特定価格』とは？

『特殊価格』とは？

Ｐ７１ 正常価格
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Ｐ７１ 限定価格

Ｐ７１ 限定価格
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Ｐ７１ 特定価格

Ｐ７１ 特定価格
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Ｐ７１ 特殊価格

Ｐ７２ 価格の種類の要点
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Ｐ７８ 鑑定方法

Ｐ７８ 原価法①

原価法

再調達原価－減価価格＝積算価格
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Ｐ７３ 原価法

Ｐ７８ 減価修正
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Ｐ７９ 適用関係

Ｐ７９ 取引比較事例法❷
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Ｐ７９ 取引比較事例法❷

Ｐ７９ 事情補正と時点修正
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Ｐ８０ その他のポイント

Ｐ８０ その他のポイント
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Ｐ８０ その他のポイント

Ｐ８０ 収益還元法❸
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Ｐ８１ 収益価格を求める方法

Ｐ８１ 収益還元法❸

収益価格＝
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Ｐ８０ 収益還元法の活用

Ｐ８１ DCF法
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Ｐ８１ DCF法において

土 地
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川の流れによって土が堆積して出来たもの

山麓 台地 丘

低地部 海

土石流れ ・・・・・・・・・・

63

64



2025/9/16

33

Ｐ８４ 土質の特長

Ｐ８４ 粘土質と砂の特長

表２【砂と土の特性比較表】それぞれの特性砂

砂 質粘 土 質

❶ 粒子が粗い❶ 粒子が細かい

❷ 排水性が良い❷ 変形しやすく、排水性が悪い

❸ 乾燥しやすい❸ 保水率が高い
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これは、地盤が安定し非常に強度のある土といえる。
ロ－ム層

れき

砂質は、上から重みを架けると割と早く地盤が沈下し、強度には問題はないが、地震の
とき液状化のおそれがある。

砂質

あの硬い粘土でも何度もこね回すことで柔らかくなることが特長である。また、粘土質
の地盤は上から重みを架けると長く時間をかけて沈下する特長がある。これを成分と
する地形はあまり地盤強度があるとはいえない。

粘土質

大昔の植物の遺体である。湿地や沼地があったところに多く、含水率の高いのが特長。
この土からなっている地形では、宅地には不向きといってよい。

腐植土

埋立てなどに使われている土地は、一概にどのような土質であるといえないが、廃棄物
が使われている場合が問題である。廃棄物のなかにはガス等の有毒なものが含まれ
ており、しかも長年にわたって発生することが多い。

人口土

Ｐ８４ 土質の特徴

土質地形

ロ－ム・礫(砂質・粘土質)
台地、丘陵地

（台地、段丘、丘陵など）高 地

砂 質・小礫(小石)自然堤防・扇状地・砂丘

低 地 粘土質・細かい砂礫後背湿地・三角州

腐植土・粘土質旧河道（昔の川の後）

一概にはいえない

盛土
切土
干拓地

埋立地

人口地盤

Ｐ８４ 地形の分類と土質の関係
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災 害

Ｐ８４ 宅地に起こる災害
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Ｐ８５ 洪 水

（１）洪水

地質的に宅地に適していても、谷底のような場所では洪水時には安心できない。

低い場所やまわりに囲まれた場所では水害に遭う可能性が高い。

①都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化・宅地
化に伴う流出形態の変化とその整備対応の遅れによって、降雨時に雨水が地面に
浸透せずに、短期間で一挙に河川に流れ込むことがあげられる。

②中小河川に係る防災の観点から、宅地選定に当たっては、その地点だけでなく、周
辺の地形と防災施設に十分注意することが必要である。

P8５ 洪 水
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Ｐ８５ 地盤沈下

Ｐ８５ 地すべり
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Ｐ８５ 地滑り

Ｐ８５ 土石流
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Ｐ８６ 涯錐堆積物

Ｐ８６ 崖錐堆積物
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Ｐ８６ 土石流

Ｐ８６ 崖崩れ

79

80



2025/9/16

41

Ｐ８６ がけ崩れ

（５）崖崩れ
急傾斜地で斜面が突然、崩れ落ちる現象をいう。

土石流と崖崩れは、集中豪雨などの時に突発的におきる現象で、地すべりと違って
地質とは関係がない。

Ｐ８６ 液状化現象

（６）液状化現象
地震により地盤がゆれ、液体状になる現象で、建物などを支える事が出来なくなる状
態を言う。
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Ｐ８６ 液状化

Ｐ８６ 液状化現象の条件
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（７）断層

断層は、ある面を境にして地層が上下または水平方向にくい違っているものであり、
断層面周辺の地盤強度が低下しているため、断層に沿った崩壊、地すべりが発生す
る危険性がある。断層の地形は、直線状の谷、滝その他の地形の急変する地点が
連続して存在するといった特徴がみられることが多い。

Ｐ８７ 断 層

地形の特長

山麓部

丘陵地

台地

段丘

低地部

干拓地

埋立地
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（1）山麓部

地盤はしっかりし、水はけはよいが場所によって危険が大きいところが多
い。

例えば、山麓部の利用に当たっては、後背の地形、地質、地盤について
十分吟味する必要がある。

山麓や火山麓の地形の中で、土石流や土砂の崩壊による堆積でできた

地形は危険性が高く、宅地として不適である。

Ｐ８７ 山麓部

Ｐ８７ 急傾斜地の斜面に接している
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危険性状況

鉄砲水の危険性があり谷の出口あたる所

崩壊のおそれがある古い土石流の堆積で出来たところ

土石流の恐れがある崖錐

再び地すべりの発生する危険性がある地すべりによって出来た地形

崩壊のおそれがある急傾斜（３０度以上）の斜面に接している場
所

土地の特徴(高い所)

Ｐ８８ 台地・段丘・丘陵地

① 水はけがよい

② 地耐力もある。

住宅地としては適している
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Ｐ８８ 段丘・台地・丘陵地

Ｐ８８ 高い所の地形での注意点
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Ｐ８８ 宅地造成上の注意点

Ｐ８８ 盛土と切土

93

94



2025/9/16

48

④ 丘陵地を削って谷間を埋めて平坦化した土地での造成地

・土留めや排水工事が十分できないと危険である。

・盛土部は十分固まらないと豪雨や地震に弱い。

・

Ｐ８８ 丘陵地の造成地

７．宅地造成上の注意点

（１）土地や山を切り土して宅地を造成する場合、風化による強
度の低下と流水による侵食のおそれがあるので、擁壁で覆うか
、または速やかに植栽等をして、その崖面を保護する必要があ
る。

Ｐ９２ 宅地造成上の注意点
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Ｐ９２ のり面の保護

Ｐ８９ 段 丘

⑤ 段丘
段丘（だんきゅう）は、川・海・谷筋に沿って分布する階段状の地形である。

ほぼ水平で平坦な段丘面（だんきゅうめん）と、その周囲の急斜面である段丘崖（だ
んきゅうがい）とからなる。台地とほぼ同義。
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・段丘は、水はけが良く地盤が安定しているので宅地に適して
いる。

・台地、段丘は、農地として利用され、また都市的な土地利用も
多く、地盤も安定している。

・縁辺部のがけ崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超える
と急激に崩壊地が増加する。

Ｐ８９ 段 丘

Ｐ８９ 土地の地形(低地部)

（３）低地
一般的には、洪水や地震に対して弱く、防災的見地から宅地としては好ましくない。

扇状地、三角州、自然堤防、天井川
などこれらは昔、川沿いに形成され
たもので土が川の流れによって堆積
されて出来た地形といえる。
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Ｐ９０ 宅地に向いていない土地

◇宅地に向いていない土地

① 低い三角州

② 旧河道

③ 沼地

④ 後背湿地部

◇宅地に向いている土地

① 扇状地

② 自然堤防

③ 天井川の廃川敷

Ｐ９０ 三角州
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① 宅地に向いていない土地

ａ.低い三角州

三角州は、川が海や湖に注ぐところ (河口) にできる三角形に似
た地形である。

ここは、川が平野をゆるやかに流れてきているので、たくさんの
細かな土砂が積もるため、水はけはあまりよくなく、水田が多い
という特徴がある。

Ｐ９０ 三角州

ｂ.旧河道（昔の川の跡）
川の流路が変わり水が流れなくなってできる旧河道は、以前は河川で
あったため、泥土などが堆積し、周囲の土地よりも低い湿地になっている
ことが多い。

・旧河道は、それを埋める堆積物の上部が厚い粘土質からなるとき、軟
弱な地盤となり、低湿で、排水も悪いため、地震や洪水による被害を受け
ることが多い。

Ｐ９０ 旧河道
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Ｐ９０ 自然堤防

ｄ.自然堤防にはさまれた後背低地

洪水などで溢れた氾濫水が河川の両側に広がるが、減水が始
まると自然堤防に妨げられて元の河川に戻れず、両側の低地
部に出来上がった沼や湿地を後背湿地という。非常に軟弱な地
盤で腐植土の堆積も見られる｡

Ｐ９０ 後背湿地部
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b.自然堤防

低地の川沿いに、洪水による堆積土砂などで自然に堤防のよう
になった微高地で、主に砂や小礫からなり、排水性がよく地盤
の支持力もあるため、宅地として良好な土地が多い。

Ｐ９０ 自然堤防

Ｐ９０ 扇状地
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② 比較的宅地に向いている土地

ａ.扇状地

扇状地は、川が山地から平地に流れ出すところ (谷口) にできる
扇形 (おうぎがた) の地形である。ここは山から出たところにある

ため、河の流れが急にゆるやかになり、谷の出口などに扇状に
土砂が広がり堆積した土地は粒 (つぶ) の大きな土砂が積もる

ため、水はけがよく、果樹園が多いという特徴があります。ただ
し、土石流災害に対しては注意。

Ｐ９０ 扇状地

Ｐ９１ 天井川の跡地

c.旧天井川の廃川敷
昔は川だったが今は水がなくな
り土砂の堆積により周囲より川
底が高い土地。砂礫が多く地盤
としては宅地に適している。
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Ｐ９１ 干拓地・埋立地

埋立

干拓

６．人口地盤
（１）干拓地・埋立地
宅地としてはあまり好ましくない所である。

① 干拓地は、一般的に海水面以下または海水面すれすれの土地であり、
地震による津波などの被害をうけやすく、一般的には、住宅地としてはあ
まり好ましくない。

② 埋立地は、一般的に海面より高いので、干拓地よりは安全である。し
かし、産業廃棄物などを埋め立てた場合は、地盤沈下のおそれがあるの
で、注意が必要である。

Ｐ９１ 干拓地・埋立地
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Ｐ９２ 地盤強度と透水性の関係

良い

砂 丘 台地 丘陵地

自

地 埋 然 扇

盤 弱 立 提 状 強

地 後 防 地

背

旧 悪い

河

Ｐ９３ 尾 根
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Ｐ９３ 等高線

Ｐ９３ 等高線による谷と尾根

赤線→尾根

青線→谷
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・等高線が山頂に向かって高い方に弧を描いている部分は谷で、山頂か
ら見て低い方に等高線が張り出している部分は尾根である。

※赤→尾根 青→谷

・地形図の上で、斜面の等高線の間隔が不揃いで大きく乱れているよう
な場所では、過去に崩壊が発生した可能性がある。

・等高線の間隔の大きい河川付近では、河川の氾濫により河川より離れ
た場所でも浸水する可能性が高くなる。

Ｐ９３ 尾根と谷

●直前対策問題その他（１）問９～問１４.問１９
時間２０分間です。
問題終了後に解答解説を配布します。
配布後は自己採点お願いします。

●自己採点後は主に間違った所を中心に問題解説の
確認お願いします。
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お疲れ様でした!!

◎その他の予習問題３を配布しますので、
次の講義までに予習をお願いします。

◎テキストを再読した上
○宿題１３税その他 問１１～問１６.問１９
●次回の講義は１０月１４日(月)です。
◎全国公開模擬テスト６回目１０月１５日(火)
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